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園児保護者様

「緊急事態宣言（延期・解除）」に伴う園の対応について

認定こども園みのり幼稚園

園長 森川道晃

現在、静岡県を含む日本国の全地域対象の緊急事態宣言が発令中、当初の

期間終了予定の5月 6日からの延長等を視野に国等で検討がなされている

ようです。それに伴い、園としての対応とお願いを下に記しますので、ご確認

をお願いします。（県や市町からの強い要請があった場合、変更になる場合も

ございます。その場合は、通知いたします。）

◎緊急事態宣言（延長等・または延長等の検討）を受けて

以下、5/6 以降の期間中の受け入れについてのお願いです（4/30 現在）。

（5 月 7 日・ 5 月 8 日・ 5 月 9 日）

・緊急事態宣言の延長の有無にかかわらず現在の対応を継続します。

（5 月 10 日以降）

・緊急事態宣言発令下においては、現在の対応を継続。

・解除されれば、その翌日より 4 月 19 日までの対応に戻ります。

（感染拡大防止策を講じ、保育を行う・通園バスの運行も行う等）

【制限保育】

➡園は平時の時間内（7：30～18：30）で受入れ条件を設けて開園する。

➡期間中、スクールバスの運行は致しません。

【受入れ条件について】

・ 1 号認定のご家庭

➡基本的にお休みとなります。但し、ご両親の就労等の関係で、どうしても家

庭内保育ができないご家庭は園にお知らせください。個別に対応させていた

だきます。

・ 1 号認定（新 2 号認定も受けている方）・ 2 号認定のご家庭

➡極力の登園自粛をお願いします。家庭内保育ができる方は、家庭内保育の

ご協力をお願いします。

・ 3 号認定のご家庭

➡極力の登園自粛をお願いします。家庭内保育ができる方は、家庭内保育の

ご協力をお願いします。

◎登園する場合は 4/8 付通知に示した通りの検温、体調確認等の徹底をお

願いすることとする。（少しでも体調に心配がある場合は登園できません。）

◎登園する場合、園の感染拡大防止の方針にご協力いただく。

（緊急事態宣言の発令、延期、解除などによって上記に変更がある場合がご

ざいます。その場合、その都度、メール等でお知らせします。）



【期間中の特定負担額（特定保育料）

・ 3 号認定市町の定める利用者負担額の扱い】

・国のガイドラインでは特に減免をすると定められてはおりませんが、今回は

非常事態であるということを鑑みて、引き続き園の判断として下のように対

応いたします。その趣旨をご理解いただき、ご協力をお願い致します。また、

3号認定につきましては、各市町の対応の通りとなります（休園要請、登園自

粛の要請があった場合、基本的に日割の計算となり、翌月以降に減免額が

戻されると基本方針が定められています）。3 号認定の利用者負担額につき

ましては、現時点で牧之原市は市町の日割減免の対象にならないという態

度をとっております。4/20～5/2 につきましては、法人が独自に減免し負

担してまいりましたが、今後は市町の対応の通りとします。

＊5 月 7 日～5 月末日までの基本対応＊

（緊急事態宣言が解除された場合は、基本的に感染防止に最大限配慮して

の通常保育に戻ります。）（6 月以降はこの限りではありません。）

・ 1 号認定（新 2 号含む）・ 2 号認定の場合

➡ ①5 月 7 日（木）～9 日（土）の間（第 1 期間）

②5 月 11 日（月）～16 日（土）の間（第 2 期間）

③5 月 18 日（月）～23 日（土）の間（第 3 期間）

④5 月 25 日（月）～30 日（土）の間（第 4 期間）

いずれかの期間中の全てを欠席する場合は、5 月分の特定負担額（1 号

10000 円/月・ 2 号 15000 円/月）を 1 期間につき 25％減免とさせてい

ただきます。（6 月の引き落とし日に減免対応いたします。）（期間中に解除の

場合は、期間中で解除の前日までを日割計算【計算式は国・市の基準によ

る】にての負担とします。）

1つの期間中に、1日でも登園する、登園した場合は、その期間は減免対象と

なりません。ご了承願います。

・ 3 号認定

➡国のガイドラインに沿った、各市町の対応の通りとなります（休園要請、登

園自粛の要請があり園がそのような措置（この通知の通り）を取った場合、基

本的に日割の計算となり、翌月以降に減免額が戻されると基本方針が定め

られています。尚、牧之原市は現時点（4 月 30 日 14：00）で減免の対応を

とっておりません。（引き続き市役所には強く減免対象とならないかの確認

等を積極的に行っていきます。他の市町は、基本日割による減免対応してお

りますが、牧之原市との協議が必用なので、その決定によります。）

以上を踏まえ、上記の間の登園予定の有無を 5/1（金）10：00 まで

にアンケート機能にて、必ずご回答をおねがいします。全員

のご回答をお願い申し上げます。わかる範囲での予定で構いません。後での

変更も可能です。（給食食材調達や人員配置等にも関係しますので、ご協力

のほど、よろしくお願いします。）


